
第一九〇回 

衆第七号 

   我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正

する法律を廃止する法律案 

 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する

法律（平成二十七年法律第七十六号）は、廃止する。 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 



     理 由 

 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する

法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


